
給付額について（令和８年４月～６月分）（注３）

（注２）　保護者とは、親権を行う者（親権を行う者がないときは、未成年後見人）となります。
（注３）　令和８年７月～翌年３月分の給付金については秋以降に改めて申請いただく必要があります。

（注１）　特別支援学校の高等部は対象外です。また、条件によっては対象とならない場合があります。

生活保護受給世帯

非課税世帯

１３，１５０円

３８，０００円

全日制・定時制

1３，０２５円

専攻科
私立私立

通信制
私立

１３，１５０円

１３，０２５円

教育費負担軽減奨学金(新入生に対する一部給付の前倒し分) 対象確認シート

高校生等は令和８年４月１日以降に私立高等学校等に入学しましたか？ （注１）

該当しません

保護者の居住地

の都道府県にお

問合せください

該当しません

教育費負担軽減奨学金（新入生に対する一部給付の前倒し分）の対象となりますので、

申請書や必要書類について提出してください。

「生活保護受給世帯」です。

全日制・定時制の生徒については、

「全日制・定時制」の給付額、

通信制の生徒については、

「通信制」の給付額です。

※専攻科の生徒については、

対象外となります。

「非課税世帯」です。

全日制・定時制の生徒については、

「全日制・定時制」の給付額、

通信制の生徒については、

「通信制」の給付額、

専攻科の生徒については、

「専攻科」の給付額です。

NOYES

YES

令和８年４月１日時点で保護者等（注２）の居住地は石川県ですか？

YES

保護者等全員の「道府県民税及び市町村民税所得割」が非課税（０円）ですか？

NOYES

生活保護（生業扶助）を受給していますか？

NO

NO

〈参考〉


